
居住地分布の変更による通勤トリップ長について
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� はじめに

持続可能な都市形成や環境負荷の軽減のため、あるいは人

口減少化における都市の形態として「コンパクトシティ」が

提案されている。中心市街地の衰退は、都心商業の衰退と郊

外部への大型商業施設立地などが相まって、地方都市におけ

る主要な課題である。また、人口減少の推移によっては拡大

した都市をいかに集約し、都市機能を維持していくかなど大

きな課題となってきている。

そこで、都市交通における主要な部分を占める通勤交通を

対象として，通勤トリップ長を分析することは，エネルギー

消費の削減や環境への負荷，持続可能な都市の形成などを考

慮する上で重要な指標となっている。また，通勤交通は，居

住地から発生する交通と従業地へ集中する交通から成り立っ

ているため，通勤トリップ長は，居住地及び従業地の規模，

職住分布構造，通勤者の交通行動などによって大きく影響を

受ける。このため，これらの影響要因を通して種々の通勤ト

リップ長削減策が考察されてきた。

これまで、職住分布の変化と通勤トリップ長に関係につい

ては、桝谷ら �）がプリファレンス曲線を基礎として、通勤ト

リップ長を削減させるような居住地あるいは従業地の立地量

の算定を行っている。この研究では居住地プリファレンス曲

線を基礎としていることから、居住地ゾーンをベースに就業

者が従業地を選好するという行動について分析が行われてい

るが、従業地ゾーンを基礎とした通勤交通行動に対して、職

住分布構造の変更による通勤トリップ長削減のために分析は

行われていない。

通勤トリップ長の削減策等を職住分布構造としての従業地

分布の面から考察するうえでも，各従業地ゾーンにおける

通勤交通行動を把握することは重要である。そこで、従業地

ゾーンへの通勤交通行動を従業地プリファレンス曲線によ

り、従業地ゾーンからみた通勤交通行動の現象把握が行われ

てきている。�� �）

そこで、本研究では従業地ゾーンを基礎とした通勤交通行

動として従業地プリファレンス曲線を用い、居住地の移転に

伴う通勤トリップ長削減を検討するため、実際の交通行動と

して従業地プリファレンス曲線を組み込んだ非線形最適化

問題として定式を行った。そこで、居住地プリファレンス曲

線を基礎とした居住地移転問題との比較検討を行った。さら

に、札幌市をはじめとする道内４都市における通勤交通行動

に対して、居住地分布の変化に伴う通勤トリップ長等につい

て分析を行った。
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図－ � 従業地プリファレンス曲線の例

� 従業地プリファレンス曲線

従業地プリファレンス曲線は、図－ "に示されているよう

に居住地の分布状況を表す発生トリップの累積比率と、従業

地における就業者の集中状況を表す集中トリップの累積比率

の関係を示したものである。この曲線を通して従業地へある

確率に従って就業者が選好して通勤するという行動を把握す

ることが可能となる。従業地プリファレンス曲線の特性とし

て、内々トリップ比率も含め近距離ゾーンからのトリップ比

率が多いとき、曲線は左側へシフトし、遠距離ゾーンからの

トリップ比率が多くなると、右側にシフトする特徴を持って

いる。また、この曲線は、同じグラフ上に異なるゾーンの曲

線を描くことができることから、各ゾーンの通勤交通行動の

違いを視覚的に容易に把握することができる。

そして、この曲線を通して計量的に分析するには、曲線回

帰によるパラメータ推定が必要である。曲線回帰としては、

図－ "及び後述の札幌市の通勤交通を対象とした例にもある

ように、既往の研究より式（"）に示す #次曲線が相関係数

等から優れている。

� $ ��� % ��% � �"�

ここで、�� �：回帰係数

�：回帰定数

� 通勤交通行動を考慮した問題の定式化

通勤トリップ長は、居住地と従業地との地理的位置関係及

び空間分布によって異なってくる。したがって、各ゾーンの

居住及び事業所等の立地量が変化すれば、各ゾーン間の交通

量も変化し、ひいては通勤交通エネルギー消費に関する総通

勤トリップ長にも影響を及ぼす。そこで、本研究では通勤ト

リップ長を減少させるような各ゾーンの住居の立地について

考察を試みる。すなわち、職住分布としての各ゾーンの立地

量を変化（他ゾーンへの移転等）させることによって、都市
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図－ � 立地量変化に伴う ��交通量の相対比率の算定

圏全体の交通エネルギー消費の減少を図ろうとするもので

ある。

本研究では、従業地プリファレンス曲線を基礎とし、住居

等の立地を変化させた場合について定式化を試みた。ここ

で、従業地として各ゾーンへ集中する &'交通量の相対比率

は、当該ゾーンの通勤交通行動としての従業地プリファレン

ス曲線に従って行われるものと仮定する。その結果、各ゾー

ンの住居等の立地量としての発生トリップ数が変化すると、

&' 交通量も変化して総通勤トリップ長も変化する。いま、

あるゾーンの通勤交通行動としての #次曲線で回帰された従

業地プリファレンス曲線を図－ #とする。図－ #に示すよう

に各ゾーンの立地量の変化に伴い、ゾーン �における �番目

のゾーンの発生トリップ数の累積比率及び相対比率が �	�
��
、


	�
��
（破線）から �	�

��
、
	�

��
（実線）に変化することによっ

て、ゾーン � の � 番目の &' 交通量の相対比率も ��
��
から

��
��
に変化する。すなわち、このような各ゾーンの住居等の

立地の変化量に伴う &' 交通量の変化によって、総通勤ト

リップ長の削減を図ろうとするものである。ここで、ゾーン

�における � 番目のゾーンとは、ゾーン �と他のゾーン � 間

の交通抵抗によって並び替えたときのことを言う。各ゾーン

の通勤交通行動、すなわち従業地プリファレンス曲線を考慮

した問題の定式は次のようになる。
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ここで

 �

�
�  �

�
*住居等の立地量変化に伴うゾーン �の

変化前 ���及び変化後 ���の立地量

（発生トリップ数）

� *総トリップ数

(� *ゾーン �の住居等の立地量の変化量

（自由変数）

(�

�
�(�

�
*ゾーン �の住居等の立地量の変化量の

下限値及び上限値


	�
�

*ゾーン �の住居等の立地量変化に伴う

変化後の立地量の相対比率

��� ��� �� *従業地プリファレンス曲線の回帰係数

及び定数


	�
��
� �	�

��
*立地量変化後のゾーン �における �番

目のゾーンの立地量の相対比率及び

累積比率

���
������� ��

�

��
* #次曲線の回帰係数を用いたゾーン �

における � � "番目及び �番目のゾー

ンの累積比率

���� *立地量変化後のゾーン �における �

番目のゾーン間との ��交通量

�� *ゾーン �における集中トリップ

��

�� *立地量変化後のゾーン �における �

番目のゾーン間との ��交通量

��� *ゾーン ��間の距離

そうすると、式（#）～（"#）を制約条件として、式 �")�の

目的関数を最小化する問題として定式化することができる。

また、式（0）及び（1）に示すように従業地プリファレンス

曲線が #次曲線によって曲線回帰されていることから、定式

化された問題は非線形の最適化問題となる。

各ゾーンの立地量（自由変数）は、式（.）の上下限値の範

囲で増加あるいは減少するが、式（-）に示すように総変化量

は ,であることから、総トリップ数は変化しない。また、式

（1）、（",）及び（""）は、各ゾーンの交通行動としての従業

地プリファレンス曲線を通して、立地量の変化に伴う &'交

通の相対比率を求める制約式である。その結果式（")）の目

的関数としての総通勤トリップ長を最小化するような各ゾー

ンの住居等の立地量（ �

�
）及び &'交通量（��

��
）を算定す

る事ができる。

� 札幌市の通勤交通を対象とした分析

本研究においては、札幌都市圏の通勤交通を対象に分析を

試みた。分析対象年次はパーソントリップ調査が行われた

"11+年で、分析対象ゾーン数は -)である。総トリップ数及

び平均通勤トリップ長は .,2."".トリップ数、-31/!�であ

る。ゾーン "�45'� への集中トリップ比率は "13-6、次い

でゾーン )0 の +306と従業地は都心部への一極集中が窺わ

れる。一方、居住地はゾーン )0の .6を最高に #～)6の値

を取っており、居住地は全体に広く分散していることが窺

える。
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図－ � 札幌都市圏のゾーン図

各ゾーンに対して従業地プリファレンス曲線の作成を試

み、#次曲線による曲線回帰を行った。２次曲線による曲線

回帰の適合性が高いことから、本研究においては各ゾーンの

通勤交通はこれら推定された２次曲線に従って行動するとの

仮定により以下の分析を行う。

住居等の立地量の変化に伴う通勤トリップ長の減少程度を

考察するため、全てのゾーンを対象に同じ上限値及び下限値

を設定した。各ゾーン毎に面積、地勢あるいは土地利用状況

等を踏まえ立地可能あるいは移転可能な立地量を算定しな

ければならないが、本研究では通勤トリップ長の減少を図る

ための職住分布構造を検討することから、全ゾーンに対して

同じ上下限値を設定した。ここで、上限値は各ゾーンの既存

の立地量（トリップ数）に加えて新たな立地可能量、下限値

は既存の立地量から減少可能な量である。下限値に関して

は、ゾーンによって既存立地量も異なることから、減少率を

設定し、当該ゾーンの既存立地量に掛けた値を用いた。上限

値として各ゾーンの立地可能量を ",,,、#,,,及び ),,,ト

リップ数、下限値は減少率として�,3"�",6�、�,3#�#,6� 及

び�,3)�),6�とした。これら上限値と下限値の組み合わせと

して 1ケースについて算定を行った。

各ケースにおける平均トリップ長と移転量の結果を図－ +

にとりまとめた。移転量の増大に伴い平均トリップ長の減少

が窺える。ここで、居住地プリファレンス曲線を基礎として

居住地変更に伴う平均トリップ長及び移転量を算定した結果

を図－ -に示した。

従業地は現状のままで居住地の変更を考えた今回の問題で

は、従業地プリファレンス曲線の場合、目的関数を最小化す

る職住割当パターンとして各ゾーンの発生交通量を算定して

いるが、居住地プリファレンス曲線の場合は職住割当パター

ン一定の下で目的関数を最小化する各ゾーンの発生交通量を

求めるものであり、この違いが図－ -の違いとなっていると

考えられる。この結果より、従業地プリファレンス曲線によ

る算定の方が、平均トリップ長の減少率が大きい。

� 道内４都市における通勤交通行動について

ここで、北海道内の札幌市、函館市、旭川市、釧路市の４

都市を対象とし分析を試みた。対象としたデータは表－ "の

とおり各都市で実施されたパーソントリップ調査のデータを

使用した。札幌市と同様に、各ゾーンに対し従業地プリファ

レンス曲線の作成を試み、２次曲線による曲線回帰を行っ

た。次に、各都市において居住地の立地量変化に伴う通勤ト

リップ長の減少程度を考察するため、全ゾーンを対象に同じ
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図－ � 移転量と平均トリップ長（札幌市）
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図－ � 移転量と平均トリップ長の減少率（札幌市）

表－ � 各都市の総トリップ数及び平均トリップ長

都　市　名 札幌 旭川 函館 釧路
調 査 年 次 ���� ���� ���� ����

総トリップ数 ������� �����	� �����
� �	���


平均トリップ長 ��� ����� ��	�
 ����� �����

上限値及び下限値を設定した。ここも先に札幌市で算定した

と同じ条件で、上限値及び下減値を設定し 1ケースについて

算定を行った。

各ケースに対する平均トリップ長の結果を表－ # に取

りまとめた。平均トリップ長の減少程度としては、各都市

とも立地量の上限値（トリップ数）及び下限値（減少率）

の変化量を増大させることによって平均トリップ長も大

きく減少している。最も減少の大きい立地可能量 )2,,, ト

リップ、減少率 ),6の場合、札幌では ,3+-��の減少で減少

率 03,6、旭川 ,3)0.���13,6�、函館 ,3+,+���13.6�、釧路

,3+++���",316�と "割前後の減少が可能である。

各ケースに対する移転量の算定結果は表－ )に取りまとめ

たように、平均トリップ長同様に移転量についても、各ゾー

ンにおける立地可能量、減少率を拡大するに従い移転量も増

加し、立地可能量 ),,,トリップ、減少率 ),6のとき、各ケー

スとも最も移転量が大きくなっている。札幌では ."2++)ト

リップ（03,6）、旭川 )02,"0�##3,6�、函館 #)20/+�#,3/6�、

釧路 #+21#0�#.306�と都市規模により移転量の減少率が大

きくなっている。

このように、平均トリップ長や移転量は都市規模により違

いがあることから、総移転量と総発生・集中量での比で表す

移転率と、実際の平均トリップ長と移転を行ったときの平

均トリップ長の減少率でが図－ . である。このように都市

規模に関わらず移転率の増大に伴う平均トリップ長の減少
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表－ � 各ケースに対する各都市の平均トリップ長
�
�
�
�
�
�
�
�
�

立地可能量

減少率
都市名 ,3" ,3# ,3)

",,,

札幌 -3+/+ -3+#- -3+,,

旭川 +3"+) +3,.- +3,,/

函館 +3,-" )31+, )30++

釧路 )31", )3/1+ )3/,.

#,,,

札幌 -3+/+ -3+#- -3+,,

旭川 +3"+) +3,.- +3,,/

函館 +3,-" )31+, )30++

釧路 )31", )3/1+ )3/,.

),,,

札幌 -3)1- -3#.1 -3"/1

旭川 +3"#, )311) )301,

函館 +3,+# )31,- )3/0/

釧路 )31,# )3/-. )3.#-

表－ � 各ケースに対する各都市の移転量
�
�
�
�
�
�
�
�
�

立地可能量

減少率
都市名 ,3" ,3# ,3)

",,,

札幌 #"),) #),-" #)/,.

旭川 ")"+# ".-/. "0)--

函館 0)+" "#1-# "+-#)

釧路 01)+ "+.)# ".1),

#,,,

札幌 )---" +"/0+ +#1--

旭川 "-+"/ #-0"- ),+-#

函館 1/.0 ".,0) #"#0"

釧路 1+.# "/+,# #)+1"

),,,

札幌 +#,1, -/0)/ ."++)

旭川 ".")1 #0000 )0,"0

函館 100/ "0,+1 #)0/+

釧路 10,# "//,1 #+1#0

程度には同様な傾向がみられ、これらの間に相関（相関係

数*�,300.1）が窺える。そこで線形回帰式として式 �"+�を求

めた。ここで � は移転率、� は平均トリップ長の減少率で

ある。

� $ ,�)++0�% ,�,"/. �"+�

そうすると、この式を通して各都市における居住地の移転

に伴う通勤トリップ長の減少程度や通勤トリップ長を減少さ

せるために必要な移転量を容易に算定することができる。た

とえば、平均トリップ長を ",6減少させるためには、各都市

とも #)316のトリップ数を移転しなければならないことが推

定できる。
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0.03

0.06

0.09

0.12

図－ � 移転率と平均トリップ長の減少率

� あとがき

以上、本研究では通勤トリップ長の削減等を職住分布構造

から考察するうえで有用な従業地プリファレンス曲線を基礎

とし、居住地の移転に伴う通勤トリップ長の削減について検

討を行うため、実際の交通行動として従業地プリファレンス

曲線を組み込んだ非線形最適化問題の定式化を行った。札幌

市における通勤交通行動を対象として、居住地の移転を行っ

た場合の平均トリップ長の減少程度、移転量の算定などを

行った。さらに、従業地プリファレンス曲線を基礎とした職

住割当問題の算定結果との比較により、平均トリップ長の減

少率が大きいことが明らかとなった。

さらに、道内４都市において、居住地の移転を行った場合

の平均トリップ長などについても分析を行った。都市規模に

より、平均トリップ長の減少程度や移転数には違いがある

が、移転率と平均トリップ長の減少程度の関係では概ね相関

が見られ、移転量の増大に伴い平均トリップ長が減少する状

況は同様である。そのため、平均トリップ長を減少させる為

に必要な移転量を推定したり、ある量を移転参させた場合の

平均トリップ長の減少を推測することができた。

今後は、都市構造の違いによる変化量の違いなどについて

も詳細に分析を行っていきたい。
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